
条例の提案に対する意見の申出について（報告） 

 

 

 

 令和４年１２月議会定例県議会に提案される福岡県職員の定年等

に関する条例等の一部を改正する等の条例案について、別紙１のと

おり知事から意見を求められたため、福岡県教育委員会の事務委任

等に関する規則（昭和４２年福岡県教育委員会規則第６号）第４条

１項の規定に基づき、臨時代理により、別紙２のとおり回答しまし

たので、同条第２項の規定により報告し、承認を求めます。 

 

 

令和４年１２月９日   

教 育 長   







（総務企画課、財務課、教職員課） 
 

福岡県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の 

制定について 
 

 １ 改正の理由 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の制定等を踏ま

え、本県職員の定年を引き上げるとともに、関係条例の規定の整備を行うもの。 
 
 

 ２ 改正の概要 

 （１）定年の引上げ 

    職員の定年を令和５年度から２年に１歳ずつ引き上げ、65 歳とする。 

現行定年 令和５年度 

～６年度 

令和７年度 

～８年度 

令和９年度 

～10年度 

令和 11年度 

～12年度 

令和 13年度 

～【完成形】 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

     ※ 定年の引上げに併せて、現行の再任用制度は廃止。 

      （引上げ期間中は、65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置） 
 
 
（２）管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入 

組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職の職員を 60歳

で非管理監督職に降任させる管理監督職勤務上限年齢制を導入。 

 

（３）定年前再任用短時間勤務制の導入 

60 歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、定年年齢ま

で短時間勤務の職に採用できる定年前再任用短時間勤務制を導入。 

 

（４）情報提供・意思確認制度の新設 

任命権者は、当分の間、職員が 60 歳に達する日の前年度に、60 歳以後の任

用、給与等に関する情報を提供し、勤務の意思確認に努めるものとする。 

 

（５）給与に関する措置 

○ 60 歳を超える職員の給料月額は、国家公務員の取扱いに準じ、当分の間、60

歳前の７割水準に設定。 

○ 60 歳に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の

基本額については、当分の間、退職事由を定年退職として算定。 

 

【関係条例】 

   福岡県職員の定年等に関する条例 外 28 条例【→資料２】   

 

 

３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

ただし、上記２（４）については、公布の日 

資料１ 



（総務企画課、財務課、教職員課）

条例名 条例番号

1 福岡県職員の定年等に関する条例 昭和５９年福岡県条例第１号

2 福岡県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 昭和２６年福岡県条例第７３号

3 福岡県職員の給与に関する条例 昭和３２年福岡県条例第４１号

4 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例 昭和３２年福岡県条例第４７号

5 福岡県職員の給料の調整額に関する条例 昭和３２年福岡県条例第６６号

6 福岡県職員の退職手当に関する条例 昭和３８年福岡県条例第２７号

7 福岡県職員の農林漁業普及指導手当に関する条例 昭和３９年福岡県条例第８６号

8 福岡県職員の分限に関する条例 昭和４６年福岡県条例第４３号

9 福岡県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 昭和４８年福岡県条例第３８号

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡県職員の処遇等に関する条例 昭和６３年福岡県条例第１号

11 福岡県職員の育児休業等に関する条例 平成４年福岡県条例第４号

12 福岡県職員の勤務時間、休暇等に関する条例 平成１０年福岡県条例第１号

13 公益的法人等への福岡県職員の派遣等に関する条例 平成１３年福岡県条例第５０号

14 福岡県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 平成１７年福岡県条例第８号

15 福岡県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 平成１８年福岡県条例第２号

16 福岡県職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 平成２９年福岡県条例第４号

17 福岡県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 昭和３７年福岡県条例第５２号

18 福岡県公立学校職員の分限に関する条例 昭和３１年福岡県条例第４７号

19 福岡県公立学校職員の給与に関する条例 昭和３２年福岡県条例第５１号

20 福岡県公立学校職員の産業教育手当に関する条例 昭和３３年福岡県条例第１号

21 福岡県公立学校職員の定時制通信教育手当に関する条例 昭和３５年福岡県条例第４３号

22 福岡県公立学校職員のへき地手当等に関する条例 昭和４６年福岡県条例第９号

23 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例 昭和４６年福岡県条例第４２号

24 福岡県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 平成２９年福岡県条例第１４号

25 福岡県警察職員の分限に関する条例 昭和２９年福岡県条例第４２号

26 福岡県警察職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 昭和２９年福岡県条例第４３号

27 福岡県警察職員の給与に関する条例 昭和３２年福岡県条例第５０号

28 福岡県警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 平成２９年福岡県条例第１７号

29 福岡県職員の再任用に関する条例 平成１２年福岡県条例第７３号

改正等条例一覧（福岡県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例）

資料２



福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
条
例
案
要
綱 

第
一 

概
要 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）

の
制
定
等
を
踏
ま
え
、
本
県
職
員
の
定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
関
係
条

例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

第
二 

条
例
案
の
要
旨 

一 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

職
員
の
定
年
を
六
十
五
歳
に
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
三

条
並
び
に
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
関
係
） 

㈡ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
関
係
） 

㈢ 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
等
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
関
係
） 

㈣ 

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
に
対
し
、
改
正
前
の
定
年
に
達
す
る

年
度
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
や
給
与
の
内
容
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
し

、
職
員
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
（
附
則
第
十
項
及
び
第
十
一
項
関
係
） 

㈤ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
一
条
及

び
第
十
四
条
関
係
） 

二 

福
岡
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

減
給
に
よ
り
減
ず
る
額
が
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
の
五
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第

四
条
関
係
） 

三 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 



㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
給
料
月
額
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
七
条
、

第
七
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、

第
二
十
四
条
の
三
、
付
則
第
三
十
七
項
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま

で
関
係
） 

㈡ 

当
分
の
間
、
改
正
前
の
定
年
に
達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後

の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち

、
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ

た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
関
係
） 

㈢ 

当
分
の
間
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職

員
の
給
料
に
つ
い
て
、
降
任
等
の
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
㈡
に
よ
る
額
の
差
額
を
支
給
す
る
こ
と
等
を
規

定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
四
十
項
か
ら
第
四
十
四
項
ま
で
関

係
） 

㈣ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
十
三
条

の
四
並
び
に
付
則
第
二
項
及
び
第
四
十
五
項
関
係
） 

四 

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

に
扶
養
手
当
及
び
住
居
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。
（
第
三
条
の
二
関
係
） 

五 

福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
給
料
の
調
整
額
の
算
出
方
法
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ



と
。
（
第
二
条
、
第
三
条
、
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
関
係
） 

㈡ 
三
の
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
の
調
整
額
に
つ
い
て
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
） 

㈢ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
一
条
、

第
五
条
及
び
第
六
条
関
係
） 

六 

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
に
係
る
退
職
手
当
の
適
用
除
外
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
（
第
二
条
、
第
十
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
関
係

） 

㈡ 

警
察
法
第
五
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
以
下
「
警
察
法
に
よ

る
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
県
職
員
と
な
っ
た
者
の
退
職
手
当
に

つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
二
、
第
五
条
の
三
の

二
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
五
並
び
に
附
則
第
三
十
七

項
、
第
三
十
八
項
及
び
第
四
十
七
項
関
係
） 

㈢ 

定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
の
特
例
に
つ
い
て

規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
五
条
の
三
、
第
七
条
の
六
、
附
則
第

三
十
九
項
並
び
に
附
則
第
四
十
八
項
か
ら
第
五
十
項
ま
で
及
び
第
五
十
二

項
か
ら
第
五
十
六
項
ま
で
関
係
） 

㈣ 

三
の
㈡
の
適
用
に
つ
い
て
は
減
額
改
定
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
一
項
関
係
） 

㈤ 

給
料
月
額
の
減
額
改
定
以
外
の
理
由
に
よ
り
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た

職
員
が
、
三
の
㈡
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額

の
特
例
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
十
七
項
及

び
第
五
十
八
項
関
係
） 



㈥ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
、

第
二
条
の
四
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
の
四
、
第
九
条
並
び
に
附
則

第
四
十
六
項
及
び
第
五
十
九
項
か
ら
第
六
十
一
項
ま
で
関
係
） 

七 

福
岡
県
職
員
の
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
の
農
林
漁
業

普
及
指
導
手
当
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
項
関

係
） 

八 

福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
伴
う
降
給
は
、
地
方
公

務
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
降
給

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
） 

㈡ 

三
の
㈡
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
け
る

降
給
と
み
な
す
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則

第
五
条
及
び
附
則
第
六
条
関
係
） 

九 

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
昭

和
四
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
改
正 

警
察
法
に
よ
る
特
定
任
命
に
よ
り
県
職
員
と
な
っ
た
者
の
退
職
手
当
に
つ

い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
項
、
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
及
び
第
二
十
五
項
関
係
） 

十 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
特
例
に
よ
り
管
理
監
督
職

を
占
め
る
職
員
は
、
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
か
ら
除
外
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
） 

十
一 

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 



㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
特
例
に
よ
り
管
理
監
督

職
を
占
め
る
職
員
は
育
児
休
業
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
職
員
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
及
び
第
十
条
関
係
） 

㈡ 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
の
部
分
休
業
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
関
係
） 

㈢ 

三
の
㈡
、
十
九
の
㈡
及
び
二
十
七
の
㈡
の
適
用
を
受
け
る
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
の
給
料
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
十

一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
関
係
） 

㈣ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
十
八
条

及
び
第
二
十
一
条
関
係
） 

十
二 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
（
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
八
条
及
び
第
十
三
条
関
係
） 

十
三 

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
の
特
例
に
よ
り
管
理
監
督
職

を
占
め
る
職
員
は
、
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
か
ら
除
外
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
） 

十
四 

福
岡
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正 

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
を
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
を
公
表
し
な
い
職
員
か
ら
除
外

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
） 



十
五 

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

平
成
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
改
正 

警
察
法
に
よ
る
特
定
任
命
に
よ
り
県
職
員
と
な
っ
た
者
に
係
る
退
職
手
当

に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
） 

十
六 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成

二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
改
正 

行
政
職
給
料
表
の
号
給
の
特
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
別
表
第
四
関
係
） 

十
七 

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
に
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
及
び
住
居
手
当
を
支
給
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
の
二
関
係
） 

㈡ 

当
分
の
間
、
六
十
歳
に
達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後
の
職
員

の
給
料
月
額
は
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（

附
則
第
四
項
関
係
） 

十
八 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
伴
う
降
給
は
、
法
第
二

十
七
条
第
二
項
に
お
け
る
降
給
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
及

び
第
五
条
関
係
） 

㈡ 

十
九
の
㈡
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
け

る
降
給
と
み
な
す
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付

則
第
二
項
関
係
） 

十
九 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職



員
の
給
料
月
額
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
八
条
、

第
八
条
の
二
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第

二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
三
条
の
五
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
関
係
） 

㈡ 

当
分
の
間
、
改
正
前
の
定
年
に
達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後

の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち

、
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ

た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
十
五
項
及
び
第
三
十
六
項
関
係
） 

㈢ 

当
分
の
間
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職

員
の
給
料
に
つ
い
て
、
降
任
等
の
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
㈡
に
よ
る
額
の
差
額
を
支
給
す
る
こ
と
等
を
規

定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
十
七
項
か
ら
付
則
第
四
十
一
項

ま
で
関
係
） 

㈣ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
九
条
、

第
十
三
条
の
四
並
び
に
付
則
第
二
項
及
び
第
四
十
二
項
関
係
） 

二
十 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
産
業
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
係
る
産

業
教
育
手
当
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
項
関

係
） 

㈡ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
関

係
） 

二
十
一 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
係
る
定

時
制
通
信
教
育
手
当
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
五



項
関
係
） 

㈡ 
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
四
条
関

係
） 

二
十
二 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正 ㈠ 

十
九
の
㈡
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
へ
き
地
手
当
に
つ
い
て
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
項
及
び
第
十
一
項
関
係
） 

㈡ 

へ
き
地
手
当
を
支
給
し
な
い
職
員
に
つ
い
て
、
再
任
用
職
員
を
削
除
し

、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（

第
二
条
関
係
） 

㈢ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
一
条
関

係
） 

二
十
三 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別

措
置
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職
員
に
係
る
給

与
等
の
特
別
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
第
二

項
関
係
） 

㈡ 

給
与
等
の
特
別
措
置
の
対
象
と
な
る
教
育
職
員
に
つ
い
て
、
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
加
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
関
係
） 

㈢ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
二
条
及

び
第
七
条
関
係
） 

二
十
四 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
改
正 

行
政
職
給
料
表
の
号
給
の
特
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う



も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
別
表
第
四
関
係
） 

二
十
五 
福
岡
県
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
に
伴
う
降
給
は
、
法
第
二

十
七
条
第
二
項
に
定
め
る
降
給
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
三
条
及

び
第
四
条
関
係
） 

㈡ 

二
十
七
の
㈡
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お

け
る
降
給
と
み
な
す
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（

付
則
第
三
項
及
び
付
則
第
四
項
関
係
） 

二
十
六 

福
岡
県
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正 減

給
に
よ
り
減
ず
る
額
が
、
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
の
五
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第

五
条
関
係
） 

二
十
七 

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

再
任
用
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
し
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
の
給
料
月
額
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
七
条
、

第
七
条
の
二
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第

二
十
三
条
の
三
、
付
則
第
三
十
三
項
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で

関
係
） 

㈡ 

当
分
の
間
、
改
正
前
の
定
年
に
達
し
た
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
以
後

の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち

、
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ

た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
十
四
項
及
び
第
三
十
五
項
関
係
） 

㈢ 

当
分
の
間
、
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
を
さ
れ
た
職



員
の
給
料
に
つ
い
て
、
降
任
等
の
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
㈡
に
よ
る
額
の
差
額
を
支
給
す
る
こ
と
等
を
規

定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
付
則
第
三
十
六
項
か
ら
付
則
第
四
十
二
項

ま
で
関
係
） 

㈣ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
第
十
二
条

の
四
並
び
に
付
則
第
三
項
及
び
第
四
十
三
項
関
係
） 

二
十
八 

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
改
正 

行
政
職
給
料
表
の
号
給
の
特
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う

も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
附
則
別
表
第
四
関
係
） 

二
十
九 

職
員
の
定
年
を
六
十
五
歳
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
伴
い
、 

福
岡
県
職

員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
改
正
条
例

第
二
十
九
条
関
係
） 

三
十 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。
た
だ
し
、
六
の
㈥
（
第
二
条
、
第
九
条
及
び
附
則
第
四
十
六
項
の
改
正
規

定
に
限
る
。
）
及
び
三
十
一
（
改
正
条
例
附
則
第
九
条
、
第
二
十
二
条
及
び

第
二
十
三
条
の
規
定
に
限
る
。
）
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
（
改
正
条
例
附
則
第
一
条
） 

三
十
一 

職
員
の
定
年
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
伴
い
、
暫
定
再
任
用

制
度
等
の
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
（
改
正
条
例
附

則
第
二
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
関
係
） 



第 
 

号
議
案 

 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 

右
の
条
例
案
を
別
紙
の
と
お
り
提
出
す
る
。 

令
和
四
年
十
二
月 

 

日 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
福
岡
県
知
事
あ
あ
服
部
あ
誠
太
郎 

 

理
由 地

方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の

制
定
等
を
踏
ま
え
、
本
県
職
員
の
定
年
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
関
係
条
例
の

規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。 

           



福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等

の
条
例 

（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
） 

第
二
章 

定
年
制
度
（
第
二
条
―
第
五
条
） 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
（
第
六
条
―
第
十
二
条
） 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制
（
第
十
三
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
十
四
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

第
一
条
中
「
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
二
十
八

条
の
三
」
を
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
二
十
八
条
の
二
、
第
二
十
八
条
の
五
、
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
八
条
の
七
並
び
に
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。 

第
二
章 

定
年
制
度 

第
三
条
中
「
六
十
年
」
を
「
六
十
五
年
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
及
び
各

号
を
削
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
に
掲
げ
る
事

由
が
あ
る
」
に
、
「
そ
の
職
員
に
」
を
「
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該



職
員
に
」
に
、
「
そ
の
職
員
を
当
該
」
を
「
当
該
職
員
を
当
該
定
年
退
職
日
に

お
い
て
従
事
し
て
い
る
」
に
、
「
引
き
続
い
て
」
を
「
、
引
き
続
き
」
に
改
め

、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

異
動
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
条
の

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
し
た
職
員
で
あ
っ
て
、

定
年
退
職
日
に
お
い
て
管
理
監
督
職
（
第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
占
め
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
は

、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
異
動
期
間
を
延
長
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
た
と
き
に
限
る
も
の
と
し
、
当
該
期
限
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て
い

る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の

下
に
「
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
」
を
加
え
、
「
と
き

」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
、
そ
の
」
を
「
、
当
該
」
に
、
「

に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
生
ず
る
」
に
、
「
で
き
な
い
と
き
」
を
「
で
き
ず
公
務

の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
そ
の
」

を
「
当
該
」
に
、
「
と
き
」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の

事
由
」
を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
」
に
、
「
存
す
る
」
を
「
あ
る
」
に
改

め
、
「
得
て
、
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
」
を
加
え

、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
「
定
年
退
職
日
」
の
下

に
「
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
占
め
て

い
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「

引
き
続
い
て
」
を
「
引
き
続
き
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
任
命
権
者
は
」



の
下
に
「
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
職
員

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
が
延
長
さ
れ
た
職
員
に
つ
い
て
」
を
加
え
、

「
第
一
項
の
事
由
が
存
し
な
く
な
つ
た
」
を
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が

な
く
な
っ
た
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
当
該
」
に
、
「
繰
り
上
げ
て
退
職
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
」
を
「
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
る
。 

本
則
に
次
の
三
章
を
加
え
る
。 

第
三
章 

管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
制
の
対
象
と
な
る
管
理
監
督
職
） 

第
六
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
職
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
が
占
め
る
職
を
除
く
。
）
と
す

る
。 

一 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第

四
十
一
号
）
第
十
一
条
、
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
第
十
条
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
第

十
一
条
の
三
及
び
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種

類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
二
号

）
第
五
条
に
規
定
す
る
職 

二 

警
視
又
は
警
部
の
階
級
に
あ
る
福
岡
県
警
察
の
警
察
官
の
職
（
前
号
に

該
当
す
る
職
を
除
く
。
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
第
一
号
に
掲
げ
る
職
と
同
じ
職
制
上
の

段
階
に
属
す
る
職
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
） 

第
七
条 

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

齢
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。 



（
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
八
条 
任
命
権
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ

の
降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と
い
う
。
）

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
三
条
の
三
、

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務
の
状
況
及
び
職
務
経
験
等
に

基
づ
き
、
降
任
又
は
転
任
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「
降
任

等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準

的
な
職
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
標
準
職
務

遂
行
能
力
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
標
準
職
務
遂
行
能
力
」
と
い
う
。

）
及
び
当
該
降
任
等
を
し
よ
う
と
す
る
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ
と
。 

二 

人
事
の
計
画
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
管
理
監
督
職
以
外
の

職
又
は
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
が
当
該
職
員
の
年
齢
を
超
え
る
管
理

監
督
職
の
う
ち
で
き
る
限
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降

任
等
を
す
る
こ
と
。 

三 

当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
際
に
、
当
該
職
員
が
占
め
て

い
た
管
理
監
督
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
よ
り
上
位
の
職
制
上
の
段
階

に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
上
位

職
職
員
」
と
い
う
。
）
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
も
す
る
場
合
に
は
、
第
一

号
に
掲
げ
る
基
準
に
従
っ
た
上
で
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
や

む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
上
位
職
職
員
の
降
任
等
を
し

た
職
が
属
す
る
職
制
上
の
段
階
と
同
じ
職
制
上
の
段
階
又
は
当
該
職
制
上

の
段
階
よ
り
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
職
に
、
降
任
等
を
す
る
こ



と
。 

２ 
前
項
の
規
定
は
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
任
命
権
者
」
と
あ

る
の
は
「
警
察
本
部
長
」
と
、
「
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

他
の
職
へ
の
降
任
等
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
他
の
職
へ
の
降
任
等
」
と

い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
地
方
警
務
官
（
以
下
単
に
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）
に
対
し

、
同
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
以
下
「
特
定
任
命

」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方

警
務
官
」
と
、
「
降
任
又
は
転
任
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
「

降
任
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、
「
降
任
等
を
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
を
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は

「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
、
「
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、

同
項
第
三
号
中
「
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
、
「
他
の

職
へ
の
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
」
と
、
「
降
任
等
を
し
た
」
と

あ
る
の
は
「
特
定
任
命
を
し
た
」
と
、
「
、
降
任
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
特

定
任
命
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る
降
任
等
及
び
管
理
監
督
職
へ
の
任
用

の
制
限
の
特
例
） 

第
九
条 

任
命
権
者
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
管
理
監
督
職
を
占
め

る
職
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職

員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
（
当
該
管
理
監
督
職
に
係
る
管

理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
日
の
翌
日
か
ら
同
日
以
後
に
お
け
る
最

初
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
末

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
定
年



退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
定

年
退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
当
該
異
動
期
間

を
延
長
し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
、
当
該
管
理
監

督
職
を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
職
務
が
高
度
の
専
門
的
な
知
識
、
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
年
齢
別
構
成
上
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員

の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が

で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

二 

当
該
職
務
に
係
る
勤
務
環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
特
殊
性
が
あ
る
た

め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
生
ず
る
欠
員
を
容
易
に
補

充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

三 

当
該
職
務
を
担
当
す
る
者
の
交
替
が
当
該
業
務
の
遂
行
上
重
大
な
障
害

と
な
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該
職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に

よ
り
公
務
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
こ
と
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
前
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を

占
め
る
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間

の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に

定
年
退
職
日
が
あ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末

日
の
翌
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
内
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

、
更
に
延
長
さ
れ
る
当
該
異
動
期
間
の
末
日
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理

監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 



３ 
任
命
権
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
を
除
き
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
べ
き
特
定
管
理
監
督
職
群
（

職
務
の
内
容
が
相
互
に
類
似
す
る
複
数
の
管
理
監
督
職
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
欠
員
を
容
易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
年
齢
別
構
成
そ
の
他
の
特
別

の
事
情
が
あ
る
管
理
監
督
職
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
管
理
監
督

職
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
管
理
監
督
職
を
占

め
る
職
員
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
管
理
監
督
職
群
に
属
す
る
管
理
監
督
職
の

属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当

該
管
理
監
督
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
（
当
該
管

理
監
督
職
に
係
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
達
し
た
職
員
を
除
く
。
）

の
数
が
当
該
管
理
監
督
職
の
数
に
満
た
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
当
該

職
員
の
他
の
職
へ
の
降
任
等
に
よ
り
当
該
管
理
監
督
職
に
生
ず
る
欠
員
を
容

易
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
業
務
の
遂
行
に
重
大
な
障
害
が
生
ず
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
占
め
る
管
理
監
督
職
に
係
る
異
動
期
間
の
末
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
で
当
該
異
動
期
間
を
延
長

し
、
引
き
続
き
当
該
管
理
監
督
職
を
占
め
て
い
る
職
員
に
当
該
管
理
監
督
職

を
占
め
た
ま
ま
勤
務
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
を
当
該
管
理
監
督
職
が
属
す

る
特
定
管
理
監
督
職
群
の
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
し
、
若
し
く
は
転
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

任
命
権
者
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監

督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
き
を
除
く
。
）
、
又
は
前
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
異
動
期
間
（
前
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を



含
む
。
）
が
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員
に
つ
い
て
前
項
に
規

定
す
る
事
由
が
引
き
続
き
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

超
え
な
い
期
間
内
で
延
長
さ
れ
た
当
該
異
動
期
間
を
更
に
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
異
動
期
間
の
延
長
等
に
係
る
職
員
の
同
意
） 

第
十
条 

任
命
権
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
す
る
場
合
及

び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
管
理
監
督
職
に
降
任
等
を
す
る
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
延
長
し
た
異
動
期
間
の
期
限
の
繰
上
げ
） 

第
十
一
条 

任
命
権
者
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
異
動

期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
同

条
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
異
動
期
間
の
期
限

を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
異
動
期
間
の
延
長
事
由
が
消
滅
し
た
場
合
の
措
置
） 

第
十
二
条 

任
命
権
者
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
を
延
長
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
異
動
期
間
の
末
日
の
到
来
前
に
当
該
異
動
期
間
の
延
長

の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
制 

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
） 

第
十
三
条 

任
命
権
者
は
、
年
齢
六
十
年
に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
（
臨
時
的

に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職

員
及
び
非
常
勤
職
員
が
退
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
し
た
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務

実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、



短
時
間
勤
務
の
職
（
当
該
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤

務
時
間
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職

と
同
種
の
職
を
占
め
る
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
に
比
し

短
い
時
間
で
あ
る
職
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
採
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
が
そ
の
者
を
採
用

し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
定
年
退
職
日
相
当
日
（
短
時
間
勤

務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短

時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
定

年
退
職
日
を
い
う
。
）
を
経
過
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

第
五
章 

雑
則 

（
雑
則
） 

第
十
四
条 

こ
の
条
例
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。 

附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

（
定
年
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

８ 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の

区
分
に
応
じ
、
同
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

     

令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で 

六
十
三
年 

六
十
二
年 

六
十
一
年 

 



   

９ 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条

例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第 

 
 

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
令
和
四
年
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
各
号
に
規
定
す
る
定
年
と
す
る
。 

一 

令
和
四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
一
号

に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
、
第
三
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。 

  

二 

令
和
四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
二
号

に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
、
第
三
条
中
「
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

    

（
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
） 

10 

任
命
権
者
は
、
当
分
の
間
、
職
員
（
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で 

十
一
日
ま
で 

六
十
四
年 

 

 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で 

六
十
五
年 

 

令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で 

六
十
四
年 

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で 

六
十
四
年 

六
十
三
年 

 



の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
、
非
常
勤
職
員
及
び
令
和

四
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
年
齢
六
十
年
（
令
和
四

年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職

員
に
あ
っ
て
は
同
号
に
定
め
る
年
齢
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
情
報
の
提

供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
」
と
い
う
。
）
（
情
報
の
提

供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
に
職
員
で
な
か
っ
た
者
で
、

当
該
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認
を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
後
に

採
用
さ
れ
た
職
員
（
異
動
等
に
よ
り
情
報
の
提
供
及
び
勤
務
の
意
思
の
確
認

を
行
う
べ
き
年
度
の
末
日
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
末
日
経
過
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該

職
員
が
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
、
末

日
経
過
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
職
員
の
異
動
等
の
日
が
属
す
る
年
度
（
当
該

日
が
年
度
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
）
）
に
お
い
て
、

当
該
職
員
に
対
し
、
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ

れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供

す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を

確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

11 

警
察
本
部
長
は
、
当
分
の
間
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
地
方
警
務
官
（
以
下
単
に
「
特
定
地
方
警
務
官
」
と
い
う
。
）
が

年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定

地
方
警
務
官
に
対
し
、
当
該
特
定
地
方
警
務
官
が
年
齢
六
十
年
に
達
す
る
日

以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
及
び
給
与
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要

な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る



勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

福
岡
県
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
福
岡
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
、
給
料
」
を
「
、
そ
の
発
令
の
日
に
受
け
る
給
料
」
に
改
め
、

同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
の
五

分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

。 

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第

四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

、
第
五
項
及
び
第
七
項
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
十

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

10 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額

は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職

務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
七
条
の
二
を
削
る
。 

第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
か
ら
第
三
項



ま
で
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
期
間
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の

項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
以
下
」
を

「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」

に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
交
通
機
関
等
（
以
下
」
を
「
交
通
機
関
等
（
次
項
に
お
い
て
」
に

改
め
、
「
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
額

（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職

員
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
改
め
、
「
（

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「

場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合

に
は
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
」

に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、

「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
再
任
用
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
四
条
の
三
の
見
出
し
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時



間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
七
条
第
一
項
か
ら

第
九
項
ま
で
、
第
十
条
の
二
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
二
項
の
見
出
し
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
中
「
取

扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
未
帰

還
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
三
十
七
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。 

付
則
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。 

38 

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
六
十
歳
（
福
岡
県
職
員

の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福

岡
県
条
例
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「

令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員

に
相
当
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最

初
の
四
月
一
日
（
付
則
第
四
十
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後

、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
六
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
第
七
条
第
一
項
、
第

二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応

じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端

数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

39 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員 



二 

令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す

る
職
員 

三 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
又
は
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
条
例

第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員 

四 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退

職
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
） 

40 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任

等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以

下
こ
の
項
及
び
付
則
第
四
十
二
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前

日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日

に
付
則
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に

当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十

円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と

の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

41 

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属



す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日

給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の

属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
」
と
す
る
。 

42 

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第

三
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
四
十
項
に
規
定

す
る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ

る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、

当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す

る
。 

43 

付
則
第
四
十
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以
外

の
付
則
第
三
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、
任
用
の
事

情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ

か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
項
の
規
定
に
準
じ

て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

44 

付
則
第
四
十
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に

対
す
る
第
二
十
一
条
第
五
項
（
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
給

料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
付
則
第
四
十
項
、
第
四
十
二
項
又

は
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

45 

付
則
第
三
十
八
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
三
十

八
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
、
付
則
第
四
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ
の



他
付
則
第
三
十
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

別
表
第
一
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

                  

別
表
第
二
イ
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円

214,700 254,700 274,100 289,200 314,600 356,300 389,400 440,500 520,900

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



よ
う
に
改
め
る
。 

   

 

         

     

別
表
第
二
ロ
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

   

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円

295,700 338,100 392,500 465,500

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



                  

別
表
第
三
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

    

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円

234,600 254,900 262,100 272,300 288,600 325,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



                  

別
表
第
四
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

    

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

217,000 258,200 283,000 325,400 383,900

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



                  

（
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円 円 円

240,300 261,600 282,800 293,900 314,900 356,300 389,400

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員



四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡

県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
）
第
十
条
」
を
「
。
以
下
「
県
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
条
」
に
、
「
）
第
十
一
条
」
を
「
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
」
に
、
「
）
第
九
条
の
二
」
を
「
。
以
下
「
警
察
職
員
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
中
「
次
の
表
の
上
欄
」
を
「
別
表
第
一
の
勤
務
箇
所
欄
」
に
、
「
中

欄
」
を
「
職
員
欄
」
に
改
め
、
「
占
め
る
職
と
し
、
」
の
下
に
「
そ
の
職
を
占

め
る
職
員
（
次
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
の
」
を
加
え
、
「
そ
の
職
を

占
め
る
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
に
応
じ
て
別
表
に
掲
げ
る

」
及
び
「
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給
料

月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
」
を
削
り
、
「
次
の

表
の
下
欄
」
を
「
同
表
の
調
整
数
欄
」
に
改
め
、
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条

の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務

の
職
を
占
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
に
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
）
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
」
を
削
り
、
同
条
の
表
を
削

り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 



２ 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
そ
の

者
に
つ
い
て
別
表
第
一
の
調
整
数
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に

、
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県

条
例
第
一
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
項
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
が
給
料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
を
超
え
る
と
き
は
、
給

料
月
額
の
百
分
の
四
・
五
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表

及
び
職
務
の
級
に
応
じ
た
別
表
第
二
に
掲
げ
る
額 

二 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員 

当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表

及
び
職
務
の
級
に
応
じ
た
別
表
第
三
に
掲
げ
る
額 

第
四
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。 

（
端
数
計
算
） 

第
三
条 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
並
び
に
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
額
と

す
る
。 

（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

給
料
の
調
整
額
） 



第
四
条 

県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第

三
十
五
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
に
対
す
る
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
同
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
額
に
百
分
の

七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。 

別
表
中
「
（
第
二
条
関
係
）
」
を
「
（
第
二
条
第
三
項
第
一
号
関
係
）
」
に

改
め
、
同
表
を
別
表
第
二
と
し
、
付
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

  



 
 

別
表

第
１
　

適
用

区
分

表
（
第

２
条

関
係

）

勤
務

箇
所

調
整

数

⑴
県

立
福

岡
学

園
に

勤
務

し
、

直
接

児
童

の
指

導
及

び
自

立
支

援
に

従
事

す
る

児
童

自
立

支
援

専
門

員
及

び
児

童
生

活
支

援
員

（
県

職
員

給
与

条
例

第
1
1
条

に
規

定
す

る
管

理
職

手
当

の
支

給
を

受
け

る
職

員
の

職
を

占
め

る
職

員
（
以

下
「
管

理
職

員
」
と

い
う
。

）
を

除
く
。

）

3

⑵
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
に

勤
務

し
、

直
接

児
童

の
理

学
療

法
、

作
業

療
法

又
は

言
語

療
法

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

⑶
児

童
相

談
所

に
勤

務
し

、
直

接
要

保
護

児
童

の
一

時
保

護
の

業
務

に
従

事
す

る
児

童
指

導
員

及
び

保
育

士

⑷
児

童
相

談
所

に
勤

務
し

、
直

接
児

童
の

心
理

判
定

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

⑸
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
に

勤
務

し
、

直
接

児
童

の
保

育
及

び
指

導
に

従
事

す
る

児
童

指
導

員
及

び
保

育
士

⑹
直

接
児

童
の

心
理

判
定

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
⑷

に
掲

げ
る

者
を

除
く
。

）

⑺
　

こ
ど

も
療

育
セ

ン
タ

ー
新

光
園

に
勤

務
し

、
医

療
業

務
に

従
事

す
る

医
師

（
園

長
を

除
く
。

）

⑻
児

童
相

談
所

に
勤

務
し

、
児

童
福

祉
司

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
管

理
職

員
及

び
看

護
師

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
者

を
除

く
。

）

⑼
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
に

勤
務

し
、

診
療

エ
ッ

ク
ス

線
又

は
衛

生
検

査
の

業
務

に
従

事
す

る
技

師

⑽
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
に

勤
務

し
、

直
接

児
童

の
保

育
看

護
に

従
事

す
る

看
護

長
、

看
護

師
及

び
准

看
護

師
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

⑾
　

こ
ど

も
療

育
セ

ン
タ

ー
新

光
園

に
勤

務
し

、
医

療
業

務
に

従
事

す
る

医
師

（
園

長
に

限
る

。
）

1

⑿
こ

ど
も

療
育

セ
ン

タ
ー

新
光

園
に

勤
務

し
、

調
剤

又
は

栄
養

管
理

の
業

務
に

従
事

す
る

技
師

0
.5

女
性

相
談

所
1

障
が

い
者

更
生

相
談

所
1

保
健

環
境

研
究

所
1

⑴
衛

生
検

査
の

業
務

に
直

接
従

事
す

る
技

師

⑵
常

時
狂

犬
病

予
防

等
の

業
務

に
従

事
す

る
技

師

直
接

要
保

護
女

子
の

心
理

判
定

の
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

職
員

2
.521
.5

児
童

福
祉

施
設

及
び

児
童

相
談

所

直
接

身
体

障
が

い
の

あ
る

人
又

は
知

的
障

が
い

の
あ

る
人

の
心

理
判

定
の

業
務

に
従

事
す

る
職

員
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

細
菌

検
査

又
は

ウ
イ

ル
ス

検
査

の
業

務
（
容

器
等

の
滅

菌
、

消
毒

の
み

の
場

合
を

除
く
。

）
に

直
接

従
事

す
る

職
員

1
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

及
び

保
健

福
祉

事
務

所



 
 

⑴
と

畜
検

査
又

は
食

鳥
検

査
の

業
務

に
常

時
従

事
す

る
技

師
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）
3

⑵
と

畜
検

査
又

は
食

鳥
検

査
の

業
務

に
従

事
す

る
技

師
（
⑴

に
掲

げ
る

者
を

除
く
。

）
1

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

1

高
等

技
術

専
門

校
及

び
障

害
者

職
業

能
力

開
発

校
1
.5

農
林

業
総

合
試

験
場

1

農
業

大
学

校
1
.5

⑴
家

畜
の

衛
生

及
び

防
疫

の
業

務
に

従
事

す
る

獣
医

師
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）
2

⑵
家

畜
の

衛
生

及
び

防
疫

の
業

務
に

従
事

す
る

獣
医

師
（
⑴

に
掲

げ
る

者
を

除
く
。

）
1

教
育

庁
文

化
財

保
護

課
及

び
九

州
歴

史
資

料
館

1

県
立

特
別

支
援

学
校

及
び

市
町

村
立

特
別

支
援

学
校

1

特
殊

生
徒

児
童

を
収

容
す

る
学

校
1

⑴
小

学
校

、
中

学
校

、
義

務
教

育
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校
の

前
期

課
程

に
お

い
て

、
学

校
教

育
法

（
昭

和
2
2
年

法
律

第
2
6
号

）
第

8
1
条

に
規

定
す

る
特

別
支

援
学

級
を

担
当

し
、

特
別

支
援

教
育

に
直

接
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員

⑵
学

校
教

育
法

施
行

規
則

（
昭

和
2
2
年

文
部

省
令

第
1
1
号

）
第

1
4
0
条

に
規

定
す

る
特

別
の

教
育

課
程

に
よ

る
教

育
を

担
当

し
、

特
別

支
援

教
育

に
直

接
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員

⑴
銃

器
等

使
用

犯
罪

現
場

に
お

け
る

犯
人

の
逮

捕
及

び
人

質
の

救
出

の
業

務
を

専
門

に
行

わ
せ

る
た

め
に

警
察

本
部

長
が

組
織

し
た

特
殊

部
隊

に
お

い
て

当
該

業
務

を
本

務
と

す
る

職
員

2

⑵
　

航
空

機
の

操
縦

に
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員
3

⑶
　

航
空

機
の

整
備

に
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員
1
.5

⑷
直

接
犯

罪
被

害
者

等
の

心
理

療
法

の
業

務
に

従
事

す
る

こ
と

を
本

務
と

す
る

職
員

1

家
畜

保
健

衛
生

所

埋
蔵

文
化

財
の

発
掘

に
直

接
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員

食
肉

衛
生

検
査

所

精
神

保
健

及
び

精
神

障
が

い
者

の
福

祉
に

関
す

る
相

談
及

び
指

導
の

う
ち

複
雑

又
は

困
難

な
業

務
に

従
事

す
る

職
員

（
管

理
職

員
及

び
看

護
師

職
給

料
表

の
適

用
を

受
け

る
者

を
除

く
。

）

小
学

校
、

中
学

校
、

義
務

教
育

学
校

、
高

等
学

校
及

び
中

等
教

育
学

校

1

警
察

本
部

直
接

生
徒

の
職

業
指

導
に

従
事

す
る

職
業

指
導

員
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

病
害

虫
の

発
生

予
察

及
び

防
除

に
常

時
従

事
す

る
職

員
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

農
業

に
関

す
る

授
業

及
び

実
習

に
常

時
従

事
す

る
職

員
（
管

理
職

員
を

除
く
。

）

直
接

教
育

に
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員
（
た

だ
し

、
学

校
職

員
給

与
条

例
第

1
1
条

の
３

に
規

定
す

る
管

理
職

手
当

の
支

給
を

受
け

る
職

員
の

職
を

占
め

る
職

員
を

除
く
。

）

直
接

教
育

に
従

事
す

る
こ

と
を

本
務

と
す

る
職

員



 
 

本
庁

0
.2

5

備
考

　
 こ

の
表

に
お

い
て

「
本

庁
」
と

は
、

知
事

部
局

及
び

教
育

庁
の

本
庁

、
警

察
本

部
、

市
警

察
部

並
び

に
　

　
　

議
会

、
監

査
委

員
、

人
事

委
員

会
及

び
労

働
委

員
会

の
事

務
局

を
い

う
。

本
庁

に
お

け
る

勤
務

を
常

態
と

し
、

か
つ

、
行

政
施

策
の

企
画

、
立

案
及

び
予

算
折

衝
の

事
務

、
条

例
・
規

則
等

の
立

案
又

は
審

査
の

事
務

、
議

会
へ

の
付

議
又

は
報

告
に

係
る

事
務

、
諸

外
国

関
係

機
関

等
と

の
連

携
又

は
調

整
の

事
務

、
紛

争
事

件
へ

の
準

司
法

的
機

能
に

係
る

事
務

及
び

県
政

の
一

体
性

を
確

保
す

る
た

め
の

関
係

部
局

と
の

総
合

調
整

に
係

る
事

務
並

び
に

こ
れ

ら
を

支
え

る
調

査
・
支

援
の

事
務

等
の

複
雑

困
難

な
業

務
に

専
ら

従
事

す
る

職
員



別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

 
 



 

 
 

別
表

第
３
　

調
整

基
本

額
表

（
第

２
条

第
３
項

第
２
号

関
係

）

イ
　

行
政

職
給

料
表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
6
,4

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,6

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,2

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,7

0
0
円

5
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,4

0
0
円

6
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
,7

0
0
円

7
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
,7

0
0
円

8
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
3
,2

0
0
円

9
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
5
,6

0
0
円

ロ
　

医
師

職
給

料
表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,9

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
,1

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
,8

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
4
,0

0
0
円

ハ
　

看
護

師
職

給
料

表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,0

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,6

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,9

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,2

0
0
円

5
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,7

0
0
円

6
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,8

0
0
円



 
 

ニ
　

研
究

職
給

料
表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
6
,5

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,7

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,5

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,8

0
0
円

5
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
,5

0
0
円

ホ
　

特
定

獣
医

師
職

給
料

表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,2

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,8

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,5

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,8

0
0
円

5
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,4

0
0
円

6
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
,7

0
0
円

7
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
,7

0
0
円

ヘ
　

教
育

職
給

料
表

(二
)

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,0

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,2

0
0
円

特
 2

 級
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

9
,1

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,9

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
2
,4

0
0
円

ト
　

教
育

職
給

料
表

(三
)

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
6
,7

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,1

0
0
円

特
 2

 級
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

8
,9

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,7

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
2
,1

0
0
円



 
 

チ
　

公
安

職
給

料
表

職
務

の
級

調
　

　
整

　
　

基
　

　
本

　
　

額

1
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,2

0
0
円

2
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,6

0
0
円

3
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
7
,7

0
0
円

4
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
8
,6

0
0
円

5
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
9
,1

0
0
円

6
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
0
,3

0
0
円

7
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
1
,3

0
0
円

8
　

　
級

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

1
2
,3

0
0
円



（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
条

例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
十
八
日
」
の
下
に
「
（
一
月
間
の
日

数
（
福
岡
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
三
号
）

第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
の
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
が
二
十
日
に

満
た
な
い
日
数
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
八
日
か
ら
二
十
日
と
当
該
日
数
と
の

差
に
相
当
す
る
日
数
を
減
じ
た
日
数
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
条
の
四
中
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
七
第

一
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条

の
六
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
七
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
（
前
項
」
を
「
（
同
項
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
退
職
し
た
者
」
の
下
に
「
（
警
察
法
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
（

第
五
条
の
三
の
二
及
び
附
則
第
四
十
七
項
に
お
い
て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。

）
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
の
三
中
「
十
五
年
」
を
「
二
十
年
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。 



（
特
定
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
に
関
す
る
準
用
規
定

） 

第
五
条
の
三
の
二 

第
五
条
の
二
（
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
特
定
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し

た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
の
二
の
見
出
し

中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
」
と
、
同
条
中
「
退
職
し
た
者

（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
任
命
（
第
五
条
の
三
の
二
及
び
附
則
第
四
十
七
項
に
お
い

て
「
特
定
任
命
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
任
命
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
を
い
う
。
）

に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
」
と
、
「
給
料
月
額
の
減
額
改
定

（
給
料
月
額
の
改
定
を
す
る
条
例
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
条

例
に
よ
る
改
定
に
よ
り
当
該
改
定
前
に
受
け
て
い
た
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ

る
こ
と
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
（
国
家
公
務
員

退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定

さ
れ
て
い
る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
を
い
う
。
」
と
、
「
給
料
月
額
が
減
額

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
場
合
（
特
定
任
命
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
任
命
前
の
俸
給
月

額
よ
り
も
低
い
給
料
月
額
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
を
含
む
。
）

」
と
、
「
給
料
月
額
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
俸
給
月
額
の
う
ち
」
と
、
同

条
並
び
に
前
条
の
表
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第

一
項
第
二
号
ロ
の
項
中
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
減

額
前
俸
給
月
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条
の
二
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
及
び
「
同



項
第
二
号
ロ
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号

中
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
（
同
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
を

い
う
。
）
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
七
条
の
三
の
表
第
七
条
の
二
の
項
中
「
第
五
条
の
二
第
一
項
の
」
を
「
第

五
条
の
二
第
一
項
（
」
に
、
「
同
条
」
を
「
第
五
条
の
三
」
に
改
め
、
同
表
第

七
条
の
二
第
一
号
の
項
読
み
替
え
ら
れ
る
字
句
の
欄
中
「
特
定
減
額
前
給
料
月

額
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
を
い
う
。
）
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
読
み
替
え
る
字
句
の
欄
中
「
特
定
減
額
前
給
料

月
額
及
び
」
を
「
特
定
減
額
前
給
料
月
額
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
（
同
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
を

い
う
。
）
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
四
第
一
項
中
「
除
く
。
以
下
」
を
「
除
く
。
第
十
条
第
四
項
に
お

い
て
」
に
改
め
、
「
定
め
る
額
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お

い
て
」
を
加
え
る
。 

第
七
条
の
五
第
一
項
中
「
第
五
条
の
二
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
二
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
七
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
十
五
を
」
を
「
二
十
を
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
第
三
項
中
「
職
員
が
、
」
を
「
職
員
が
」
に
改
め
、
「
場
合
」
の
下

に
「
又
は
当
該
退
職
の
日
後
に
事
業
（
そ
の
実
施
期
間
が
三
十
日
未
満
の
も
の



そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
職
員
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
が
同
法
第
二

十
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、

同
条
第
十
項
第
五
号
中
「
第
四
条
第
八
項
」
を
「
第
四
条
第
九
項
」
に
改
め
る

。 

第
十
条
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
再
任
用

職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
同
項
第
二
号
及
び

第
三
号
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め

る
。 第

十
七
条
第
一
項
中
「
。
以
下
こ
の
条
」
を
「
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項

ま
で
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
の
規
定
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「

再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は

」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
十
七
項
中
「
第
五
条
の
三
ま
で
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
ま
で
及

び
附
則
第
四
十
八
項
か
ら
第
六
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
十
八
項
中
「
第
五
条
の
二
」
の
下
に
「
（
第
五
条
の
三
の
二
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
五
十
一
項
」
を
加

え
る
。 

附
則
第
三
十
九
項
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
又
は
附
則
第
四
十
九
項
」
を
加

え
る
。 

附
則
第
四
十
六
項
中
「
平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 



附
則
に
次
の
十
五
項
を
加
え
る
。 

47 
特
定
任
命
に
よ
り
職
員
と
な
つ
た
後
に
退
職
し
た
者
の
基
礎
在
職
期
間
中

に
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
（
第
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
俸
給
月
額
の
減
額
改
定
を
い
う
。
）
に
よ
り

そ
の
者
の
俸
給
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者

の
減
額
後
の
俸
給
月
額
が
減
額
前
の
俸
給
月
額
に
達
し
な
い
場
合
に
そ
の
差

額
に
相
当
す
る
額
を
支
給
す
る
こ
と
と
す
る
法
令
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
給
与

の
支
給
の
基
準
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定

に
よ
る
俸
給
月
額
に
は
、
当
該
差
額
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

48 

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の

期
間
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
年
齢
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く

退
職
し
た
者
（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職
し
た
者
及
び
同
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本

額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
五
条
又

は
附
則
第
四
十
八
項
」
と
す
る
。 

一 

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

六
十
歳 

二 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条

例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第 

 
 

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職

員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
。
以

下
「
令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ

る
職
員
に
相
当
す
る
職
員 

六
十
三
歳 

49 

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
二
十
五
年
以
上
の
期
間
勤
続
し

た
者
で
あ
つ
て
、
六
十
歳
（
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
六



十
三
歳
）
に
達
し
た
日
以
後
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
退
職
し
た
者

（
定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
退
職
し
た
者
及
び
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
一
項
中
「
又
は
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
第
五
条
又
は
附
則
第

四
十
九
項
」
と
す
る
。 

50 

前
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
退
職
し
た
場
合
に
支
給
す
る
退

職
手
当
の
基
本
額
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。 

一 

令
和
五
年
旧
職
員
定
年
条
例
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す

る
職
員 

二 

給
与
そ
の
他
の
処
遇
の
状
況
が
前
号
に
掲
げ
る
職
員
に
類
す
る
職
員
と

し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員 

51 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
福
岡
県
公
立
学

校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
三
十
五
項
及
び
福
岡
県
警
察
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
給
料
月
額
の

改
定
（
附
則
第
五
十
七
項
に
お
い
て
「
給
料
月
額
七
割
措
置
」
と
い
う
。
）

は
、
給
料
月
額
の
減
額
改
定
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

52 

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第

六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
第
五
条
の
三
、
第
五
条
の
三
の
二

及
び
第
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
本
文
中
「
福

岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号

）
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
（
附
則
第
四
十

八
項
第
二
号
及
び
附
則
第
五
十
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
者
に
あ
つ
て

は
六
十
歳
と
し
、
附
則
第
四
十
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六

十
三
歳
と
し
、
附
則
第
五
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
十
五



歳
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
年
齢
と
す
る
。
）
に
達
す
る
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日

」
と
、
第
五
条
の
三
の
表
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
項
、
第
五

条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
項
並
び
に

第
七
条
の
三
の
表
第
七
条
の
項
、
第
七
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び
第
七
条
の

二
第
二
号
の
項
中
「
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
者
に
係

る
定
年
（
附
則
第
四
十
八
項
第
二
号
及
び
附
則
第
五
十
項
各
号
に
掲
げ
る
職

員
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
六
十
歳
と
し
、
附
則
第
四
十
八
項
第
二
号
に
掲
げ

る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
十
三
歳
と
し
、
附
則
第
五
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職

員
に
あ
つ
て
は
六
十
五
歳
と
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
年
齢
と
す
る
。
）
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の

者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
一
年
に
つ
き
」
と
す
る
。 

53 

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第

六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
者
（
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、

退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
が
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
（
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
五
条
の
三
、
第
五
条
の
三
の
二
及
び
第

七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
本
文
中
「
一
年
」
と

あ
る
の
は
「
零
月
」
と
、
同
条
の
表
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の

項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の

項
並
び
に
第
七
条
の
三
の
表
第
七
条
の
項
、
第
七
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び

第
七
条
の
二
第
二
号
の
項
中
「
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差

に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）
」
と
あ



る
の
は
「
百
分
の
三
」
と
す
る
。 

        

54 

当
分
の
間
、
第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
条
第
一
項
（
第
一
号
及
び

第
五
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
第
五
条
の
三
及
び
第
五
条
の

三
の
二
並
び
に
第
七
条
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
本

文
中
「
二
十
年
を
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
年
を
」
と
、
第
七
条
の
六
第
一
項

第
一
号
中
「
二
十
を
」
と
あ
る
の
は
「
十
五
を
」
と
す
る
ほ
か
、
前
項
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
第
五
条
の
三
本
文
中
「
退
職
の
日
に

お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
」
と
あ
り
、
及
び
第
七
条
の

六
第
一
項
第
一
号
中
「
定
年
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。 

55 

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て

附
則
第
五
十
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢

に
達
す
る
日
前
に
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る
第
五
条
の
三
及
び
第
七
条
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
の
表
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五

条
第
一
項
の
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項
及
び
第
五
条
の
二
第
一

項
第
二
号
の
項
並
び
に
第
七
条
の
三
の
表
第
七
条
の
項
、
第
七
条
の
二
第
一

号
の
項
及
び
第
七
条
の
二
第
二
号
の
項
中
「
百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い

附
則
第
五
十
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職

員 附
則
第
五
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職

員 附
則
第
四
十
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る

職
員 

附
則
第
四
十
八
項
第
二
号
及
び
第
五

十
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
者 

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

年
齢 

六
十
五
歳 

六
十
三
歳 

六
十
歳 

 



て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の

年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の

二
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
五
十
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区

分
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年

齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
割
合
を
退
職
の
日

に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ

の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。 

56 

当
分
の
間
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て

附
則
第
五
十
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢

に
達
し
た
日
以
後
に
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る
第
五
条
の
三
、
第
五
条
の
三

の
二
及
び
第
七
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
の
表
第

四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
項
、
第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
項

及
び
第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
項
並
び
に
第
七
条
の
三
の
表
第
七
条
の

項
、
第
七
条
の
二
第
一
号
の
項
及
び
第
七
条
の
二
第
二
号
の
項
中
「
百
分
の

三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の

日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
二
を
退
職
の
日
に

お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の

者
の
年
齢
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
で
除
し
て
得
た
割
合
」
と
す
る
。 

57 

当
分
の
間
、
給
料
月
額
七
割
措
置
の
適
用
を
受
け
る
者
の
基
礎
在
職
期
間

中
に
、
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
（
当
該
理
由
が
生
じ
た
日
が

給
料
月
額
七
割
措
置
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
日
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
七
割
措
置
減
額
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
も
の

に
限
る
。
）
に
よ
り
そ
の
者
の
給
料
月
額
が
減
額
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
減
額
を
さ
れ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
特
定



減
額
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
う
ち
最
も

多
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
別
特
定
減
額
前
給
料
月

額
」
と
い
う
。
）
が
、
退
職
日
給
料
月
額
及
び
七
割
措
置
減
額
日
の
前
日
に

お
け
る
そ
の
者
の
給
料
月
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
七
割
措

置
前
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
も
多
く
、
か
つ
、
七
割
措
置
前
給
料
月

額
が
退
職
日
給
料
月
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
支
給
す
る
退

職
手
当
の
基
本
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

そ
の
者
が
特
別
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
係
る
特
別
特
定
減
額
日
の
う

ち
最
も
遅
い
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退

職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
特
別

特
定
減
額
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規

定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
に
相
当
す
る
額 

二 

七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
割
合

を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

イ 

そ
の
者
が
七
割
措
置
減
額
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一

の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の

勤
続
期
間
及
び
七
割
措
置
前
給
料
月
額
を
基
礎
と
し
て
、
第
三
条
か
ら

第
五
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
の
退
職
手
当
の
基
本
額
の

七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合 

ロ 

前
号
に
掲
げ
る
額
の
特
別
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合 

三 

退
職
日
給
料
月
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
割
合
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控

除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

イ 

そ
の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
が
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該



退
職
手
当
の
基
本
額
の
退
職
日
給
料
月
額
に
対
す
る
割
合 

ロ 
前
号
イ
に
掲
げ
る
割
合 

58 

前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
基
本
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ

る
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
割
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を

超
え
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を

そ
の
者
の
退
職
手
当
の
基
本
額
と
す
る
。 

一 

六
十
以
上 

特
別
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
六
十
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

六
十
未
満 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
前
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
割
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額 

イ 

六
十
以
上 

特
別
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
六
十
か
ら
当

該
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額 

ロ 

六
十
未
満 

特
別
特
定
減
額
前
給
料
月
額
に
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
、
七
割
措
置
前
給
料
月
額
に
前
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
割
合
か
ら
前
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
退
職
日
給
料
月
額
に
六
十
か
ら
前
項
第
二
号
イ

に
掲
げ
る
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額 

59 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
退
職
し
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ

た
場
合
に
お
け
る
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の

引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

60 

先
に
職
員
と
し
て
在
職
し
、
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九

号
）
に
基
づ
く
司
法
修
習
生
と
な
る
た
め
退
職
し
た
者
が
司
法
修
習
生
の
修

習
を
終
え
た
の
ち
、
他
に
就
職
す
る
こ
と
な
く
再
び
職
員
と
な
つ
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
者
の
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た



在
職
期
間
に
は
、
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

61 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
退
職
手
当
の
額

は
、
第
二
条
の
四
か
ら
第
五
条
の
三
の
二
ま
で
及
び
第
七
条
か
ら
第
七
条
の

五
ま
で
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
か
ら
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
に
つ
い
て
支
給
を
受
け
た
退
職
手
当
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
に
対
す
る
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
礎
在
職
期
間
に
は
、
先
の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

福
岡
県
職
員
の
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

九
年
福
岡
県
条
例
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
四
十
項
、
第
四
十
二
項
又
は

第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
給
料
月
額
と
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
四
十
項
、
第
四

十
二
項
又
は
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る

。 

（
福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

福
岡
県
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第

四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
と
す
る
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
降
給
（
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
の
職
へ
の
転
任
に
よ
り
現
に
属
す
る
職

務
の
級
よ
り
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
降
格
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
す



る
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
さ
れ
た
」
を
「
に
よ
り
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
同
一
の
給

料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ

た
」
に
、
「
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
」
を
「
該
当
し
、
」
に
、
「
と
き
は
」

を
「
場
合
は
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
条
を
加
え
る
。 

（
降
給
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

当
分
の
間
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
に
規

定
す
る
降
給
と
み
な
す
。 

一 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付
則
第
三
十
八
項
の
措
置 

二 

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
二
号
）
附
則
第
四
項

の
措
置 

第
六
条 

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
適
用
を
受

け
る
職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
は
、

人
事
委
員
会
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
措
置
の
適
用
に
よ
り
給
料
月

額
が
異
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
旨
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

改
正
） 

第
九
条 

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。 

附
則
第
五
項
中
「
に
改
正
後
の
条
例
」
を
「
に
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
「
第
五
条
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
附
則
第
四
十
八
項

若
し
く
は
第
四
十
九
項
」
を
加
え
、
「
、
改
正
後
の
条
例
」
を
「
、
同
条
例
」



に
、
「
第
五
条
の
三
ま
で
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
ま
で
及
び
附
則
第
四
十
八

項
か
ら
第
五
十
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
七
項
中
「
に
改
正
後
の
条
例
」
を
「
に
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
」
に
、
「
又
は
改
正
後
の
条
例
」
を
「
又
は
同
条
例
」
に
改
め
、

「
第
五
条
の
二
」
の
下
に
「
（
同
条
例
第
五
条
の
三
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
附
則
第
五
十
一
項
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
八
項
中
「
改
正
後
の
条
例
」
を
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
」
に
改
め
、
「
第
五
条
」
の
下
に
「
又
は
附
則
第
四
十
九
項
」
を
加
え

る
。 附

則
第
九
項
中
「
改
正
後
の
条
例
」
を
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
」
に
、
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
対
す
る
改
正
後
の
条
例
」
を

「
対
す
る
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
、
改
正
後
の
条

例
」
を
「
、
同
条
例
」
に
、
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
改
正
後
の
条
例
」
を
「
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関

す
る
条
例
」
に
、
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
」
に
改
め
る
。 

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
地
方

公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
加
え



、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期

間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た

管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

（
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
福
岡
県
条

例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
号
中
「
）
第
四
条
第
一
項
」
を
「
。
以
下
「
定
年
条
例
」
と
い

う
。
）
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

第
十
条
第
二
号
中
「
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
定
年
条

例
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

定
年
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延

長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

第
十
八
条
中
「
）
第
二
条
」
を
「
。
以
下
「
調
整
額
条
例
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
の

例
に
よ
る
」
を
「
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
福
岡
県
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
調
整
額
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規

定
に
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
額
が
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、



「
そ
の
額
が
給
料
月
額
（
そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職
務

の
級
及
び
号
給
に
応
じ
た
額
（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
、
警
察

職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
又
は
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
額
に
百

分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
第
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
八
条

第
一
項
」
を
加
え
、
「
勤
務
時
間
条
例
」
を
削
る
。 

第
二
十
二
条
第
二
号
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

（
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間

勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
） 

11 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
県
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
八
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
得
た

額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
職

員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

（
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
） 



12 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
警
察
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
四

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
得

た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該

職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

（
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時

間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
） 

13 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
学
校
職
員
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
得

た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該

職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
福

岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
五

第
一
項
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
で
同
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
」
を
削
り
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
、
第
四
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。 

（
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 

公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成



十
三
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
採
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
地
方

公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
加
え

、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

五 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
異
動
期

間
（
同
条
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た

管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

（
福
岡
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
四
条 

福
岡
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
七
年
福
岡
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」

に
改
め
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

改
正
） 

第
十
五
条 

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
、
新
条
例
」
を
「
、
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
」
に
、
「
第
五
条
の
三
」
を
「
第
五
条
の
三
の
二
」
に
改
め
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正

） 

第
十
六
条 

福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
別
表
第
四
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員



」
に
改
め
る
。 

（
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第

一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
定
年
引
上
げ
に
伴
う
給
料
の
特
例
） 

４ 

当
分
の
間
、
職
員
（
管
理
者
が
指
定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
が
六
十
歳
に

達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
以
後
、
当
該
職
員
に
支
給
さ
れ
る

給
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
の
例
に
よ
り
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
八
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福

岡
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
と
す
る
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
降
給
（
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
の
職
へ
の
転
任
に
よ
り
現
に
属
す
る
職

務
の
級
よ
り
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
降
格
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
す

る
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
さ
れ
た
」
を
「
に
よ
り
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ
り
同
一
の
給

料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ



た
」
に
、
「
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
」
を
「
該
当
し
、
」
に
、
「
と
き
は
」

を
「
場
合
は
」
に
改
め
る
。 

付
則
を
付
則
第
一
項
と
し
、
付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県

条
例
第
五
十
一
号
）
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対

す
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
四
条
中
「
と
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
と
す
る
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
十
九
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福

岡
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
二
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

及
び
第
五
項
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
の

定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同

条
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

10 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額

は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る

職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
八
条
の
二
を
削
る
。 

第
九
条
第
一
項
中
「
初
日
」
を
「
一
日
」
に
改
め
る
。 



第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
か
ら
第
三
項

ま
で
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
期
間
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の

項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
以
下
」
を

「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」

に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
交
通
機
関
等
（
以
下
」
を
「
交
通
機
関
等
（
次
項
に
お
い
て
」
に

改
め
、
「
。
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
、
「
額
（
以

下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」

に
改
め
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
改
め
、
「
（

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「

場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合

に
は
」
に
改
め
る
。 

第
十
八
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
に

、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
、

「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
再
任
用
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 



第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改

め
る
。 

第
二
十
三
条
の
五
第
二
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
九

項
ま
で
、
第
十
二
条
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
二
項
の
見
出
し
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
中
「
取

扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
未
帰

還
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
に
次
の
八
項
を
加
え
る
。 

35 

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
六
十
歳
に
達
し
た
日
後

に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
付
則
第
三
十
七
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と

い
う
。
）
以
後
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
並
び
に
第
八

条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受

け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五

十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

）
と
す
る
。 

36 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任

用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員 

二 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例

第
一
号
）
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た



期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
占
め

る
職
員 

三 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退

職
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
） 

37 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任

等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以

下
こ
の
項
及
び
付
則
第
三
十
九
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前

日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日

に
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
が
異
動
日
の
前
日
に

当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十

円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達

し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日
給
料
月
額
と

の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

38 

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属

す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日

給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の

属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け



る
給
料
月
額
」
と
す
る
。 

39 
異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第

三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
三
十
七
項
に
規

定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ

れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間

、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給

す
る
。 

40 

付
則
第
三
十
七
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
以

外
の
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
っ
て
、
任
用
の

事
情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の

ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
三
項
の
規
定
に
準

じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

41 

付
則
第
三
十
七
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員

に
対
す
る
第
二
十
条
第
五
項
（
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
第
五
項
中
「
給
料

月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
付
則
第
三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又

は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

42 

付
則
第
三
十
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
三
十

五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
、
付
則
第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ

の
他
付
則
第
三
十
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

別
表
第
一
イ
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の



よ
う
に
改
め
る
。 

                  

別
表
第
一
ロ
の
表
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。 

   基　　準
給料月額

円

414,700

基　　準
給料月額

円

302,500

基　　準
給料月額

円

330,600

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員・

基　　準
給料月額

円

233,500

基　　準
給料月額

円

273,800



                  

別
表
第
二
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

    

297,600 323,900 404,700270,600

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員・

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円 円 円 円 円

224,700



      

            

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
産
業
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
産
業
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
三
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
場
合
は
」
を
「
場

合
に
は
」
に
改
め
る
。 

付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

給
与
条
例
付
則
第
三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ

円 円 円 円

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円

254,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員・

274,100 289,200 314,600 356,300

基　　準
給料月額

円

214,700



る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
条
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
給
与
条
例
付
則
第

三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合

計
額
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
） 

第
二
十
一
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
定
時
制
通
信
教
育
手
当
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
三
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

四
条
た
だ
し
書
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
場
合
は
」
を
「

場
合
に
は
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

給
与
条
例
付
則
第
三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
条
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
給
与
条
例
付
則
第

三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合

計
額
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
二
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
中
「
）
第
二
十
三
条
の
四
」
を
「
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。

）
第
二
十
三
条
の
四
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

若
し
く
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の

四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関



す
る
条
例
」
を
「
給
与
条
例
」
に
改
め
る
。 

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

10 

給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、

附
則
第
八
項
に
お
け
る
級
別
等
変
更
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の

職
員
で
あ
つ
た
者
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「

前
日
に
お
け
る
へ
き
地
手
当
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
日
に
お
い
て
、
当
該
職

員
が
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
た

と
み
な
し
て
算
定
し
た
給
料
の
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
扶
養
手
当
の
月

額
の
合
計
額
に
、
級
別
等
変
更
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
支
給
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
」
と
す
る
。 

11 

給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
つ
て
、

附
則
第
九
項
に
お
け
る
廃
止
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
職
員
以
外
の
職
員
で

あ
つ
た
者
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
前
日
に

受
け
て
い
た
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
日
に
お
い
て
、
当

該
職
員
が
給
与
条
例
付
則
第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ

つ
た
と
み
な
し
て
算
定
し
た
給
料
の
額
及
び
同
日
に
受
け
て
い
た
扶
養
手
当

の
月
額
の
合
計
額
に
、
廃
止
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
」
と
す
る
。 

（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
条

例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
三
条 

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
」
に
改
め
る
。 



第
七
条
第
二
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
る
。 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

給
与
条
例
付
則
第
三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
給
与
条
例

付
則
第
三
十
七
項
、
第
三
十
九
項
又
は
第
四
十
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額

と
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

一
部
改
正
） 

第
二
十
四
条 

福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

附
則
別
表
第
四
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
る
。 

（
福
岡
県
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
五
条 

福
岡
県
警
察
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
福
岡

県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
と
す
る
」
を
「
並
び
に
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
降
給
（
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
他
の
職
へ
の
転
任
に
よ
り
現
に
属
す
る
職

務
の
級
よ
り
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を

遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
降
格
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
と
す

る
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
、
職
員
が
」
の
下
に
「
降
任
に
よ
り
現
に
属
す
る
職
務
の
級
よ

り
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
」
を
加
え
、
「
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
」
を



「
該
当
し
」
に
、
「
と
き
は
」
を
「
場
合
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

一 

職
員
の
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
指
導

そ
の
他
の
人
事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
状
態
が
改
善
さ
れ
な
い
と
き
で
あ
っ
て
、
当
該

職
員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

二 

心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪

え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合 

三 

職
員
が
そ
の
職
務
の
級
に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
適
格
性
を
判
断
す
る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
き

当
該
適
格
性
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
指
導
そ
の
他
の
人

事
委
員
会
が
定
め
る
措
置
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
適
格
性
を

欠
く
状
態
が
な
お
改
善
さ
れ
な
い
と
き
（
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

。
）
。 

付
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例

第
五
十
号
）
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
第

三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
三
条
中
「
と
す
る
」
と

あ
る
の
は
「
並
び
に
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

二
年
福
岡
県
条
例
第
五
十
号
）
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
と
す

る
」
と
す
る
。 

４ 

第
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
付

則
第
三
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
の
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
は
、
人
事
委
員
会
規



則
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
給
料
月
額
が
異
動
す
る
こ

と
と
な
っ
た
旨
の
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
福
岡
県
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
六
条 

福
岡
県
警
察
職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
条
中
「
、
給
料
」
を
「
、
そ
の
発
令
の
日
に
受
け
る
給
料
」
に
改
め
、

同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
受
け
る
給
料
の
月
額
の
五

分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

。 

（
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
十
七
条 

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡

県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同

条
第
六
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職

員
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

９ 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額

は
、
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料
月
額
の
う
ち
、
前
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職

務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
七
条
の
二
を
削
る
。 



第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
か
ら
第
三
項

ま
で
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
期
間
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の

項
、
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
以
下
」
を

「
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」

に
改
め
、
「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
交
通
機
関
等
（
以
下
」
を
「
交
通
機
関
等
（
次
項
に
お
い
て
」
に

、
「
。
以
下
」
を
「
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
額
（

以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員

」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
改
め
、
「
（

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「

場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
場
合
は
」
を
「
場
合

に
は
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。 

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
」
に

、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま

で
」
に
、
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
再

任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 



第
二
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
九
条
の
三
」
を
「
第
七
条
第
一
項
か
ら

第
八
項
ま
で
、
第
九
条
の
三
」
に
、
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
三
項
の
見
出
し
中
「
取
扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
中
「
取

扱
」
を
「
取
扱
い
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
そ
の
者
」
を
「
当
該
未
帰

還
職
員
」
に
改
め
る
。 

付
則
第
三
十
三
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。 

付
則
に
次
の
十
項
を
加
え
る
。 

34 

当
分
の
間
、
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
職
員
が
六
十
歳
（
福
岡
県
職
員

の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
福

岡
県
条
例
第 

 
 

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
職
員
の

定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
三
条
第

二
号
に
掲
げ
る
職
員
に
相
当
す
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
六
十
三
歳
）
に
達
し

た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
付
則
第
三
十
六
項
及
び
第
三
十
八
項

に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
当
該
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料

表
の
給
料
月
額
の
う
ち
、
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属
す

る
職
務
の
級
並
び
に
第
七
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
職
員
の
受
け
る
号
給
に
応
じ
た
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（

当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五

十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る

も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。 

35 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任



用
さ
れ
る
職
員
及
び
非
常
勤
職
員 

二 
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
異
動
期
間
（
同
項
又
は
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
同
条
例

第
六
条
に
規
定
す
る
職
を
占
め
る
職
員 

三 

福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
（
同
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
定
年
退

職
日
に
お
い
て
前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
職
員
を
除
く
。
） 

36 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
他
の
職
へ
の
降
任

等
を
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
職
へ
の
降
任
等
を
さ
れ
た
日
（
以

下
こ
の
項
及
び
付
則
第
四
十
項
に
お
い
て
「
異
動
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
日
に

付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
（
以
下
こ

の
項
及
び
付
則
第
三
十
八
項
に
お
い
て
「
特
定
日
給
料
月
額
」
と
い
う
。
）

が
異
動
日
の
前
日
に
当
該
職
員
が
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
七
十
を

乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百

円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
給
料
月
額

」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
三
十
四
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
給
料
月
額
と

特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

37 

前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
と
の
合
計
額
が
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
属

す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
を
超
え
る
場
合
に
お
け



る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
基
礎
給
料
月
額
と
特
定
日

給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の

属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月
額
と
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
」
と
す
る
。 

38 

警
察
法
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
任
命
に
よ
り
職
員
と
な

つ
た
者
の
う
ち
、
特
定
日
給
料
月
額
が
、
当
該
任
命
を
さ
れ
た
日
の
前
日
に

当
該
職
員
が
適
用
を
受
け
て
い
た
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第

六
条
に
規
定
す
る
公
安
職
俸
給
表
に
定
め
ら
れ
る
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を

百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
俸
給
月

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
付
則
第
三
十
四

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
基
礎
俸
給
月
額

と
特
定
日
給
料
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

39 

付
則
第
三
十
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
付
則
第
三
十
七
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
付

則
第
三
十
八
項
」
と
、
「
基
礎
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
基
礎
俸
給
月
額

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

40 

異
動
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
付
則
第

三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
限
り
、
付
則
第
三
十
六
項
に
規

定
す
る
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ

れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間

、
当
該
職
員
の
受
け
る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
付
則
第
三
十
六
項
及
び
第
三
十
七
項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出



し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

41 
付
則
第
三
十
六
項
、
第
三
十
八
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給

さ
れ
る
職
員
以
外
の
付
則
第
三
十
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ

つ
て
、
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
当
該
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡

上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
職
員
の
受
け

る
給
料
月
額
の
ほ
か
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
五

項
の
規
定
に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。 

42 

付
則
第
三
十
六
項
、
第
三
十
八
項
又
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支

給
さ
れ
る
職
員
に
対
す
る
第
二
十
条
第
五
項
（
第
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
条
第

五
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
付
則
第
三
十
六
項
、

第
三
十
八
項
、
第
四
十
項
又
は
第
四
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の

合
計
額
」
と
す
る
。 

43 

付
則
第
三
十
四
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
付
則
第
三
十

四
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
、
付
則
第
三
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
そ

の
他
付
則
第
三
十
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

別
表
第
一
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

     



                  

別
表
第
二
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

    基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

241,000 252,700 256,800 288,100 304,600 342,300 377,400 409,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員●



                  

別
表
第
三
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員
の
欄
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
再
任
用
職
員
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

    基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

214,700 254,700 274,100 289,200 314,600 356,300 389,400

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員○



               

   

（
福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部

改
正
） 

第
二
十
八
条 

福
岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 附

則
別
表
第
四
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
改
め
る
。 

基　　準 基　　準 基　　準 基　　準 基　　準

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

217,000 258,200 283,000 325,400 383,900

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員○



（
福
岡
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
廃
止
） 

第
二
十
九
条 

福
岡
県
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
条

例
第
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
中
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
第
二
条
第
四
項
、
第
九
条
第
三
項
及
び
第
十
項
並
び
に
附
則
第
四
十
六
項
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
勤
務
延
長
に
関

す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

任
命
権
者
は
、
施
行
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
定
年
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
定
年

条
例
勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第
一
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後

に
到
来
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
定
年
条
例
勤
務
延
長
職
員
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
旧
定
年
条
例
勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に

よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
定
年
条
例
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
人

事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
限
は

、
当
該
旧
定
年
条
例
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
定
年
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る



定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月

一
日
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
新
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
（
基

準
日
が
施
行
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
第

三
条
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に

設
置
さ
れ
た
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
に
、
基
準
日
か
ら
基

準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
、
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
令
和
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第

五
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日

に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
（
基
準
日
が
施
行

日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定

す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
に
あ

っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は

転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

新
定
年
条
例
第
四
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
定
年
退
職
者
等

の
再
任
用
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日

以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「

年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ



て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
旧
定
年
条

例
定
年
（
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
及
び
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に

よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置

さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
定
年
に
準
じ
た
当
該
職

に
係
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

施
行
日
前
に
旧
定
年
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

二 

旧
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
令
和
三
年
改
正
法
附
則

第
三
条
第
五
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者 

三 

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者 

四 

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲
げ
る

者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
旧
地
方
公
務
員
法
再
任
用
（
令
和
三
年
改
正
法

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号

）
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
暫
定
再
任
用
（
こ
の
項
若
し
く
は
次
項
又

は
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の

う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当

該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年



に
達
し
て
い
る
者
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、

当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

施
行
日
以
後
に
新
定
年
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者 

二 

施
行
日
以
後
に
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者 

三 

施
行
日
以
後
に
新
定
年
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
者
の

う
ち
、
令
和
三
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
新
地

方
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
任
期
が

満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者 

四 

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者 

五 

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
て
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
（
前
各
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
暫
定
再
任
用
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
者 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新

さ
れ
た
任
期
は
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
当
該
任
期
の
末
日
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
者
の
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以

前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

暫
定
再
任
用
職
員
（
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
次
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
前
項
の

規
定
に
よ
る
任
期
の
更
新
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
当
該
更
新
直
前
の
任

期
に
お
け
る
勤
務
実
績
が
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
そ
の



他
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
基
づ
き
良
好
で
あ
る
場
合
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

５ 

任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
の
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条 

任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達

年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る

短
時
間
勤
務
の
職
（
新
定
年
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
旧
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の

職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤

務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
定
年
条
例

定
年
（
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
及
び
施
行
日
以

後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て

は
、
当
該
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職
務
が
当
該

職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に
お
け
る
旧
定
年
条
例
定
年

に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
従
前
の

勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り

、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
地
方
公
務
員
法

第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ

て
、
当
該
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定

年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職



で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
を
い
う
。
附
則
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
達
し
て
い
る
者
（
新
定
年
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
短
時
間
勤

務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ

の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
職
に
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
準

用
す
る
。 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢
） 

第
五
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に

掲
げ
る
職
と
す
る
。 

一 

施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職 

二 

施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は
、
前
項
に

規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
旧
定
年
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る
定
年
に
準
じ
た
当
該
職
に
係
る
年
齢
と
す

る
。 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職
及
び
年
齢

） 

第
六
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
職

は
、
次
に
掲
げ
る
職
と
す
る
。 



一 
施
行
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職 

二 
施
行
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
短
時
間
勤
務

の
職 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
四
条
又
は
第
六
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
新
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
四
項
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
は

、
前
項
に
規
定
す
る
職
が
施
行
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
で
そ
の
職

務
が
同
項
に
規
定
す
る
職
と
同
種
の
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
と
き
に
お

け
る
旧
定
年
条
例
定
年
に
準
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
職
に
係
る
年
齢
と
す
る
。 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
並
び
に
条
例
で

定
め
る
者
及
び
職
員
） 

第
七
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
は
、
次
に

掲
げ
る
職
の
う
ち
、
当
該
職
が
基
準
日
（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
四
月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場

合
に
お
い
て
、
基
準
日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け

る
新
定
年
条
例
定
年
を
超
え
る
職
と
す
る
。 

一 

基
準
日
以
後
に
新
た
に
設
置
さ
れ
た
職
（
短
時
間
勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

二 

基
準
日
以
後
に
組
織
の
変
更
等
に
よ
り
名
称
が
変
更
さ
れ
た
職
（
短
時
間

勤
務
の
職
を
含
む
。
） 

２ 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
前
項
に
規

定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て

、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
者
と
す
る

。 



３ 
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
第
一
項

に
規
定
す
る
職
が
基
準
日
の
前
日
に
設
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
お

い
て
、
同
日
に
お
け
る
当
該
職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員

と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
、
令
和
九
年
四
月
一
日

、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
及
び
令
和
十
三
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準

日
に
お
け
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
定
年

条
例
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準

日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
職
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
短
時
間
勤
務
の
職
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当

年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日
の
前
日
ま
で
に
新
定

年
条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準

日
前
か
ら
新
定
年
条
例
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た

後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い

て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務

職
に
係
る
新
定
年
条
例
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

者
）
を
、
新
定
年
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
、
新
定
年
条
例
第

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該

新
定
年
条
例
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
職
に
係
る
新
定
年
条
例



定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転

任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
年
齢
） 

第
九
条 

令
和
三
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
年

齢
は
年
齢
六
十
年
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
新
県
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
三
十
八
項
か
ら
第
四
十

五
項
ま
で
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
付
則
第
三

十
五
項
か
ら
第
四
十
二
項
ま
で
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福

岡
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
警
察
職
員
給
与
条
例
」
と

い
う
。
）
付
則
第
三
十
四
項
か
ら
第
四
十
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
三
年
改

正
法
附
則
第
三
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に

は
適
用
し
な
い
。 

第
十
一
条 

附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当
該

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の

と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
新
県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
、
新
学
校
職

員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
給
料

月
額
の
う
ち
、
新
県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
、
新
学
校
職
員
給
与
条
例

第
六
条
第
三
項
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当



該
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。 

第
十
二
条 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百

十
号
。
以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児

短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
に
対
す
る
前
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、
福
岡
県
職

員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。 

第
十
三
条 

附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

（
以
下
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
の
給
料
月
額
は
、
当

該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る

も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
新
県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
、
新
学

校
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
料
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準

給
料
月
額
の
う
ち
、
新
県
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
、
新
学
校
職
員
給
与

条
例
第
六
条
第
三
項
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
に
、

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

第
十
四
条 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
と
み
な
し
て
、
新
県
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
、
新

学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
並
び
に
新
警
察
職
員
給

与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
十
五
条 

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し



て
、
新
県
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
及
び
付
則
第
三
十
七
項
、
新
学

校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条
第
三
項
並
び
に
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
条

第
三
項
及
び
付
則
第
三
十
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
十
六
条 

新
県
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
、
新
学
校
職
員
給
与
条
例

第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
職
員

に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
新
県
職
員

給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
、
新
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第

二
項
各
号
又
は
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職

員
の
区
分
ご
と
の
総
額
の
算
定
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

新
県
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
、
新
学
校
職
員
給
与
条
例
第

二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
第

一
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
及
び
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規

定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。

）
」
と
、
新
県
職
員
給
与
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
第
二
号
、
新
学
校
職
員
給

与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
二
十
一
条

第
二
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る
。 

第
十
七
条 

新
県
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
条
の

二
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
二
の
二
及
び
第
十
三
条
の
三
、
新

学
校
職
員
給
与
条
例
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
三

条
及
び
第
十
三
条
の
三
、
福
岡
県
公
立
学
校
職
員
の
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る

条
例
並
び
に
新
警
察
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
九

条
の
三
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
三
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び



第
二
十
三
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。 

（
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
十
八
条 

暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
単
純

な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
福
岡
県
職
員
の
定

年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第
〇 
 

 

〇
〇
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
） 

 

第
十
九
条 

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
み
な
し
て
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
の
給
料
の
調
整

額
に
関
す
る
条
例
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
調
整
額
条
例
」
と
い
う
。

）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み

な
し
て
、
新
調
整
額
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
二
十
条 

附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
は
、
新
調
整
額
条

例
第
二
条
第
三
項
第
二
号
中
「
別
表
第
三
」
と
あ
る
の
は
、
「
別
表
第
二
」
と

す
る
。 

(

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

 

第
二
十
一
条 

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
退
職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、



新
退
職
手
当
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

第
二
十
二
条 

新
退
職
手
当
条
例
第
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
公
布

の
日
以
後
の
期
間
に
お
け
る
退
職
手
当
の
支
給
の
基
礎
と
な
る
勤
続
期
間
の
計

算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
当
該
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

第
二
十
三
条 

新
退
職
手
当
条
例
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
七
月
一

日
以
後
に
同
項
の
事
業
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て

適
用
す
る
。 

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
四
条 

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇

等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号

中
「
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員

（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（

令
和
四
年
条
例
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

） 

第
二
十
五
条 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
育
児
休
業
条
例
の
規
定
を
適
用
す

る
。 



（
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
） 

第
二
十
六
条 
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
新
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
勤
務
時
間
条
例
の
規
定
を
適
用

す
る
。 

（
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
七
条 

暫
定
再
任
用
常
時
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
公
益
的
法
人
等
へ
の
福
岡
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
定
め
て
任
用
さ
れ
る

職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
（
福
岡
県
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第 

 
 

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除

く
。
）
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
八
条 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
福
岡
県
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
第
三

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
福
岡
県
職
員
の
定
年
等
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
条
例
第 

 
 

号
）

附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。 

（
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す



る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
十
九
条 

暫
定
再
任
用
職
員
に
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡

県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

第
二
条
の
給
与
の
う
ち
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
及
び
住
居
手
当
は
支

給
し
な
い
。 

（
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
条

例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
十
条 

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十

二
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
福
岡
県

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年

条
例
第 

 
 

号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す
る
。 

（
人
事
委
員
会
規
則
へ
の
委
任
） 

第
三
十
一
条 

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 


